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◎新潟県選挙管理委員会告示第12号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、令和３年11月26日付け新潟県選挙管理委員会告示第92号の一部を次のとおり改める。 

令和４年２月22日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  天井 貞 

訂正報告年月日 令和４年２月７日 

政治団体の名称 明日の新潟を切り拓く会 

（報告年月日 令和３年２月17日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

２ 支出総額 883,975 853,975 

４ 支出の内訳 

 経常経費 

  事務所費 

 

442,725 

400,564 

 

412,725 

370,564 

訂正報告年月日 令和４年１月25日 

政治団体の名称 高橋さとこ後援会 

（報告年月日 令和３年３月31日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

２ 支出総額 1,126,222 1,066,812 

４ 支出の内訳 

 経常経費 

  光熱水費 

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  機関紙誌の発行その他の事業費 

宣伝事業費 

 

431,122 

31,666 

21,439 

378,017 

695,100 

695,100 

468,600 

 

388,512 

28,413 

11,107 

348,992 

678,300 

678,300 

451,800 

 


